
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正

物
品
賃
貸
業
に
係
る
木
く
ず
及
び
貨
物
の
流
通
の
た
め
に
使
用
し
た
パ
レ
ッ
ト
（
パ
レ
ッ
ト
へ
の
貨
物
の
積
付
け
の
た
め

に
使
用
し
た
こ
ん
包
用
の
木
材
を
含
む
。
）
に
係
る
木
く
ず
を
産
業
廃
棄
物
に
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
第
二
号
関
係
）

第
二

附
則

一

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
関
係
）


